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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

（平成十七年十一月九日法律第百二十四号） 

 

 第一章 総則（第一条―第五条） 

 第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等（第六条―第十九

条） 

 第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等（第二十条―第二十五条） 

 第四章 雑則（第二十六条―第二十八条） 

 第五章 罰則（第二十九条・第三十条） 

 附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持

にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんが

み、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する

保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者によ

る高齢者虐待の防止に資する支援（以下「養護者に対する支援」という。）のための

措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施

策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

（定義等） 

第二条 この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。 
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２ この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設

従事者等（第五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において

業務に従事する者をいう。以下同じ。）以外のものをいう。 

３ この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設

従事者等による高齢者虐待をいう。 

４ この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行

為をいう。 

一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人に

よるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい

心理的外傷を与える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる

こと。 

二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該

高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

５ この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれか

に該当する行為をいう。 

一 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三に規定する老人福祉施

設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法（平成

九年法律第百二十三号）第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、

同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人

保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院若しくは同法第百十五条の四十六

第一項に規定する地域包括支援センター（以下「養介護施設」という。）の業務に従

事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者に

ついて行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護

すべき職務上の義務を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心

理的外傷を与える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる

こと。 

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益

を得ること。 

二 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法
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第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サ

ービス事業、同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項

に規定する介護予防サービス事業、同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サ

ービス事業若しくは同条第十六項に規定する介護予防支援事業（以下「養介護事業」

という。）において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を

受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行為 

６ 六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又

は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者（障害者基本法（昭和四十五年

法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者をいう。）については、高齢者とみ

なして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定を適用する。 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第三条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅

速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その

他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整

備に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護

並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職

務に携わる専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修

等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護

に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等につい

て必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。 

（国民の責務） 

第四条 国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を

深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する

支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。 

（高齢者虐待の早期発見等） 

第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び

養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のあ

る者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発

見に努めなければならない。 

２ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓

発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めな

ければならない。 

第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等 

（相談、指導及び助言） 

第六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受



55 

 

けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行う

ものとする。 

（養護者による高齢者虐待に係る通報等） 

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高

齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に

通報しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を

発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関す

る法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはな

らない。 

第八条 市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規

定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、

その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを

漏らしてはならない。 

（通報等を受けた場合の措置） 

第九条 市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの

養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者

の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずると

ともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者（以下「高齢者虐待対

応協力者」という。）とその対応について協議を行うものとする。 

２ 市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項

に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者

による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢

者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる

高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三に規定する老人短

期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項若しくは第十一条第

一項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第三十二条の規定により審判の

請求をするものとする。 

（居室の確保） 

第十条 市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十

条の四第一項第三号又は第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置

を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。 

（立入調査） 

第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大

な危険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六

第二項の規定により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉
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に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要

な調査又は質問をさせることができる。 

２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、

その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなけれ

ばならない。 

３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認

められたものと解釈してはならない。 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十二条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせよう

とする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該

高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることがで

きる。 

２ 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要

に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生

命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、

同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第

百三十六号）その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなけれ

ばならない。 

（面会の制限） 

第十三条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十一条第

一項第二号又は第三号の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に

係る養介護施設の長は、養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観

点から、当該養護者による高齢者虐待を行った養護者について当該高齢者との面会

を制限することができる。 

（養護者の支援） 

第十四条 市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養

護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽

減を図るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるため

に必要となる居室を確保するための措置を講ずるものとする。 

（専門的に従事する職員の確保） 

第十五条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受

けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務

に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。 

（連携協力体制） 

第十六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受
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けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第二

十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センター、介護保険法第百十五条の四

十六第三項の規定により設置された地域包括支援センターその他関係機関、民間団

体等との連携協力体制を整備しなければならない。この場合において、養護者によ

る高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければな

らない。 

（事務の委託） 

第十七条 市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第六条

の規定による相談、指導及び助言、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報

又は第九条第一項に規定する届出の受理、同項の規定による高齢者の安全の確認そ

の他通報又は届出に係る事実の確認のための措置並びに第十四条第一項の規定に

よる養護者の負担の軽減のための措置に関する事務の全部又は一部を委託するこ

とができる。 

２ 前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しく

は職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

３ 第一項の規定により第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条

第一項に規定する届出の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応協力者

が第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届

出を受けた場合には、当該通報又は届出を受けた高齢者虐待対応協力者又はその役

員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を

特定させるものを漏らしてはならない。 

（周知） 

第十八条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第七条第一項若しくは第二項

の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐

待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口とな

る部局及び高齢者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局及び高

齢者虐待対応協力者を周知させなければならない。 

（都道府県の援助等） 

第十九条 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村

相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。 

２ 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため

必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

 

第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置） 

第二十条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研
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修の実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養

介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の

体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置

を講ずるものとする。 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等） 

第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事して

いる養介護施設又は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業

を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。）におい

て業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢

者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思わ

れる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている

場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

３ 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思

われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなけれ

ばならない。 

４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け

出ることができる。 

５ 第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定によ

る届出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。 

６ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第

三項までの規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項にお

いて同じ。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

７ 養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理

由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

第二十二条 市町村は、前条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項

の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報

又は届出に係る養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護

施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護施設又は当該養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所在地の都道府県に報告しなければ

ならない。 

２ 前項の規定は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市については、

厚生労働省令で定める場合を除き、適用しない。 

第二十三条 市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条

第四項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町

村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定さ
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せるものを漏らしてはならない。都道府県が前条第一項の規定による報告を受けた

場合における当該報告を受けた都道府県の職員についても、同様とする。 

（通報等を受けた場合の措置） 

第二十四条 市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報若しくは

同条第四項の規定による届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定によ

る報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介

護事業の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対す

る養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、

老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。 

（公表） 

第二十五条 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、

養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働

省令で定める事項を公表するものとする。 

第四章 雑則 

（調査研究） 

第二十六条 国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場

合の適切な対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、

高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について

調査及び研究を行うものとする。 

（財産上の不当取引による被害の防止等） 

第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不

当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」とい

う。） による高齢者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務

を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上

の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託

するものとする。 

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者に

ついて、適切に、老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。 

（成年後見制度の利用促進） 

第二十八条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢

者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、

成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減の

ための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなけれ

ばならない。 

第五章 罰則 

第二十九条 第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。 
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第三十条 正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の

答弁をし、若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三

十万円以下の罰金に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

（検討） 

２ 高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするもの

に対する虐待の防止等のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結

果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

３ 高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための制度については、この法律の

施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その

結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

老人福祉法 

（昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号） 

 

（居宅における介護等） 

第十条の四 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。 

一 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営

むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（厚生労働省令で定める部分に限る。第二十条

の八第四項において同じ。）若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業を利

用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準

に従い、その者の居宅において第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供

与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。 

二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営

むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護、

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介

護又は第一号通所事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者

（養護者を含む。）を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサ

ービスセンター若しくは第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設（以下「老

人デイサービスセンター等」という。）に通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜

を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わ

せ、当該便宜を供与することを委託すること。 

三 六十五歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介



61 

 

護を受けることが一時的に困難となつたものが、やむを得ない事由により介護保険

法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが

著しく困難であると認めるときは、その者を、政令で定める基準に従い、当該市町

村の設置する老人短期入所施設若しくは第五条の二第四項の厚生労働省令で定め

る施設（以下「老人短期入所施設等」という。）に短期間入所させ、養護を行い、又

は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護する

ことを委託すること。 

四 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営

むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する小規模多

機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困

難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅

において、又は第五条の二第五項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、

若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、同項の厚生労働省令で定める便宜及

び機能訓練を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜及び機能訓練を供与する

ことを委託すること。 

五 六十五歳以上の者であつて、認知症（介護保険法第五条の二第一項に規定する認

知症をいう。以下同じ。）であるために日常生活を営むのに支障があるもの（その者

の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。）が、やむを得ない事由

により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同

生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令

で定める基準に従い、第五条の二第六項に規定する住居において入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居

において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行うことを委託

すること。 

六 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営

むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する複合型サ

ービス（訪問介護等（定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあつては、厚生労働省

令で定める部分に限る。）に係る部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。）

を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める

基準に従い、第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当

該市町村以外の者に当該サービスを供与することを委託すること。 

２ 市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日

常生活を営むのに支障があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を

図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大

臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付

し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。 

（老人ホームへの入所等） 



62 

 

第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。 

一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由（政令で定めるものに

限る。）により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置す

る養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホーム

に入所を委託すること。 

二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介

護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得な

い事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福

祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の

設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別

養護老人ホームに入所を委託すること。 

三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護

させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者（老人を自己の下

に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。

以下同じ。）のうち政令で定めるものに委託すること。 

２ 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所

させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した

場合において、その葬祭（葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。）を行う者が

ないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護

老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託

する措置を採ることができる。 

（措置の解除に係る説明等） 

第十二条 市町村長は、第十条の四又は前条第一項の措置を解除しようとするときは、

あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明すると

ともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措

置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限

りでない。 

（行政手続法の適用除外） 

第十二条の二 第十条の四又は第十一条第一項の措置を解除する処分については、行

政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規

定は、適用しない。 

（措置の受託義務） 

第二十条 老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び老

人短期入所施設の設置者は、第十条の四第一項の規定による委託を受けたときは、

正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 

２ 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第十一条の規定による入所

の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 
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（費用の支弁） 

第二十一条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 

一 第十条の四第一項第一号から第四号まで及び第六号の規定により市町村が行う

措置に要する費用 

一の二 第十条の四第一項第五号の規定により市町村が行う措置に要する費用 

二 第十一条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項の規定により市町村が行う

措置に要する費用 

三 第十一条第一項第二号の規定により市町村が行う措置に要する費用 

（介護保険法による給付等との調整） 

第二十一条の二 第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号の措置に係る者

が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービ

ス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る

保険給付を受け、又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業を利用することがで

きる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第一号、第一号の二又は

第三号の規定による費用の支弁をすることを要しない。 

（費用の徴収） 

第二十八条 第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用につい

ては、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者（民法

（明治二十九年法律第八十九号）に定める扶養義務者をいう。以下同じ。）から、そ

の負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができ

る。 

２ 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市

町村に嘱託することができる。 

（審判の請求） 

第三十二条 市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要が

あると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、

第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定

する審判の請求をすることができる。 

 

老人福祉法施行令 

（昭和三十八年七月十一日政令第二百四十七号） 

 

（居宅における便宜の供与等に関する措置の基準） 

第五条 法第十条の四第一項第一号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保

険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス若しくは

介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるもの若しくは第一号事業

を利用することができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護、
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護（同号に規定する厚生労働省令で定める部分に

限る。）若しくは夜間対応型訪問介護若しくは第一号訪問事業を利用することが著

しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者に

よる高齢者虐待（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

（平成十七年法律第百二十四号）第二条第四項に規定する養護者による高齢者虐待

をいう。以下この条において同じ。）を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護

される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がそ

の心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認めら

れる場合において、居宅において日常生活を営むことができるよう、当該者又はそ

の養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第

五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該便宜を供与するこ

とを委託して行うものとする。 

２ 法第十条の四第一項第二号の措置は、当該六十五歳以上の者（養護者を除く。）で

あつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サー

ビス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受

けることができるもの若しくは第一号事業を利用することができるものが、やむを

得ない事由により同法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通

所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護若しくは第一号通所事業を利用す

ることが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護

者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があ

ると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に

照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合におい

て、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図ることができるよう、

当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ

て適切な法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することができ

る施設を選定して行うものとする。 

３ 法第十条の四第一項第三号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法

の規定により当該措置に相当する居宅サービス若しくは介護予防サービスに係る

保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する短

期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難

であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢

者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められ

る場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の

負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に養護することができる施設

を選定して行うものとする。 

４ 法第十条の四第一項第四号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法
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の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予

防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により

同法に規定する小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介

護を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上

の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護され

る必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心

身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる

場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域に

おいて継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及

び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第五項の

厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該便宜及び機能訓練を供

与することを委託して行うものとする。 

５ 法第十条の四第一項第五号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法

の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予

防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により

同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介

護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五

歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保

護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者が

その心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認め

られる場合において、共同生活を営むことによりその生活の改善、認知症（同法第

五条の二第一項に規定する認知症をいう。）の軽減等を図ることができるよう、当

該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて

適切な法第五条の二第六項に規定する援助を行い、又は当該援助を行うことを委託

して行うものとする。 

６ 法第十条の四第一項第六号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法

の規定により当該措置に相当する地域密着型サービスに係る保険給付を受けるこ

とができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する複合型サービス（同号

に規定する訪問介護等に係る部分に限る。）を利用することが著しく困難であると

認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を

受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若

しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽

減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身

体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むこと

ができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれてい

る環境に応じて適切な法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスを供

与し、又は当該サービスを供与することを委託して行うものとする。 
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老人福祉法施行規則 

（昭和三十八年七月十一日厚生省令第二十八号） 

 

（法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜） 

第一条 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。）第五条の

二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、

調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の身体上又は精神

上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜

とする。 

（法第五条の二第二項等に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業） 

第一条の二 法第五条の二第二項並びに老人福祉法施行令（昭和三十八年政令第二百

四十七号。以下「令」という。）第一条第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で

定める第一号訪問事業は、介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）

第百四十条の六十三の六第一号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者

（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百十五条の四十五の三第一項に規定

する指定事業者をいう。第一条の三の二において同じ。）により行われる同法第百

十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業とする。 

（法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設） 

第一条の二の二 法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別

養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における医療及び介護

の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二条第四項第三

号に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設

とする。 

（法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜） 

第一条の三 法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排

せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導、生活等に関する相談及び助言、

健康状態の確認その他の身体上若しくは精神上の障害があつて日常生活を営むの

に支障がある六十五歳以上の者又はその養護者に必要な便宜とする。 

（法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業） 

第一条の三の二 法第五条の二第三項及び第二十条の二の二並びに令第二条第二号

及び第三号に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業は、介護保険法施行規

則第百四十条の六十三の六第一号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業

者により行われる介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一

号通所事業とする。 

（法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設） 

第一条の四 法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護
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老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設であつて同項に規定する短

期間の入所による養護を適切に行うことができる施設とする。 

（法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点） 

第一条の五 法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点

は、機能訓練及び次条に定める便宜を適切に供与することができるサービスの拠点

とする。 

（法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜） 

第一条の六 法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排

せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、

健康状態の確認その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支

障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。 

（法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス） 

第一条の六の二 法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問看護

及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービス（介護保険法施行

規則第十七条の十二に規定する看護小規模多機能型居宅介護をいう。）のうち小規

模多機能型居宅介護に係るものとする。 

（法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分） 

第一条の六の三 法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部

分は、介護保険法施行規則第十七条の二に規定する日常生活上の世話に係る部分と

する。 
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○小野市高齢者及び障害者権利擁護推進協議会設置要綱 

平成２６年２月１７日 

告示第２８号 

（設置） 

第１条 高齢者及び障害者が受ける虐待その他権利侵害に対し、関係機関等と連携し、

その防止及び適正な支援等に資するため、小野市高齢者及び障害者権利擁護推進協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について助言又は提言を行う。 

(1) 権利擁護に関するガイドラインの作成及び見直し 

(2) 虐待事案に対する支援、立入調査及び措置の検討 

(3) 成年後見制度の利用又は財産管理を必要とする事案への支援 

(4) 権利擁護推進を図るためのネットワーク構築 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１６人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係機関等の代表者 

(3) 行政関係者 

(4) その他前条の所掌事項遂行のために必要な者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。た

だし、再任を妨げない。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 協議会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選任する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴

くことができる。 

（会議の非公開） 

第７条 協議会の会議は、非公開とする。ただし、協議会が特に必要と認めるときは
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公開とする。 

（会議録） 

第８条 協議会は、次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。 

(1) 会議の日時及び場所 

(2) 出席及び欠席の委員の氏名 

(3) 職務のために出席した庶務を行う職員の職及び氏名 

(4) 意見又は説明を述べるために出席した者の職及び氏名 

(5) 会議に付した案件の名称 

(6) 議事の要旨 

(7) その他必要な事項 

２ 会議録は、会議を公開とした場合にあっては公開とし、会議を非公開とした場合

にあっては非公開とする。ただし、会議を非公開とした場合であっても、委員長が

特に必要と認めるときは、会議録の全部又は一部を公開することができる。 

３ 前項の規定は、会議資料について準用する。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、市民福祉部において処理する。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長

が協議会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（小野市高齢者権利擁護委員会設置要綱の廃止） 

２ 小野市高齢者権利擁護委員会設置要綱（平成１９年小野市告示第１１２号）は、

廃止する。 

（招集の特例） 

３ この要綱の施行の日以後最初に招集される協議会の会議は、第６条第１項の規定

にかかわらず市長が招集する。 
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相談先等一覧 

 

◆小野市の高齢者虐待相談窓口◆ 

小野市役所 高齢介護課 長寿社会係 ☎ 0794-63-1060 

小野市地域包括支援センター 

（小野市社会福祉協議会内） 
☎ 0794-63-2174 

青山荘在宅介護支援センター ☎ 0794-66-7305 

粟生逢花苑在宅介護支援センター ☎ 0794-65-2800 

ふたばの里在宅介護支援センター ☎ 0794-70-0203 

 

◆こころのケア相談◆ 

加東健康福祉事務所【要予約】 ☎ 0795-42-5111 

 

◆法律等に関する相談◆ 

法的トラブル全般（法制度・相談窓口の紹介） 

【平日 9時～21時 土曜日 9時～17時】 

窓口：法テラス（日本司法支援センター） 

☎ 0570-078374 

PHS・IP電話／03-6745-5600 

権利擁護全般に関する相談 

【毎週火曜日・木曜日 13時～16時】 

窓口：兵庫県弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター 

☎ 078-362-0074 

法律相談 

【要予約毎月 1日 9時～予約受付】 

窓口：小野市役所 市民サービス課 

☎ 0794-63-1013 

人権相談 

【毎月第 3金曜日 13時 30分～15時 30分】 

窓口：小野市役所 いじめ人権グループ 

☎ 0794-63-1243 

心配ごと相談 

【毎月火曜・木曜日 9時～12時】 

窓口：小野市社会福祉協議会  

☎ 0794-63-2575 

 

◆成年後見等の権利擁護に関する相談◆ 

兵庫県弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター ☎ 078-341-0550 

社団法人成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部 ☎ 078-341-8686 

兵庫県社会福祉士会 権利擁護センターぱあとなあ兵庫 ☎ 078-222-8107 
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小野市高齢者虐待対応マニュアル 

令和５年１０月 

小野市市民福祉部高齢介護課 

小野市中島町５３１番地 

0794-63-1000（代） 


